
教職員向け赤十字救急法講習および水上安全法講習開催要項 

 

1 目的 

「茨城県ＡＥＤ等の普及促進に関する条例」並びに「救急蘇生法の指針」では、教職員

が一次救命処置（心肺蘇生や AED の使い方、気道異物除去）の正しい知識と技術を身に

着けることが救命率向上に寄与するものとされていることから、日本赤十字社茨城県支部

では、受講者を教職員に限定した救急法講習を開催し、一次救命処置の普及促進を図るこ

ととする。 

あわせて、スポーツ庁が毎年夏季前に通知する「水泳等の事故防止について」では、各

学校における水難事故防止に関する安全教育の推進を求めていることから、教職員を対象

とした着衣泳講習を実施し、水難事故から身を守るための知識および技術を教職員が習得

することで、各学校における安全教育の普及を図ることを目的とする。 

 

２ 主催・後援・対象者 

主 催 日本赤十字社茨城県支部 

後 援 茨城県教育委員会 

対象者 県内の小・中・高・特別支援学校等の教職員 

 

3 講習内容 

（１）救急法基礎講習 

ア 日時・会場 

 

イ 定員 

各回 30 名程度 

ウ 内容 

   ・手当の基本 

   ・一次救命処置（胸骨圧迫、人工呼吸、AED 使用手順含む） 

No. 開催日 時間 会場と住所 会場連絡先 

1 令和8年6月12日（金) 9:30～12:30 
日本赤十字社茨城県支部 

水戸市小吹町 2551 
029-284-1381 

2 令和8年6月12日（金) 13:30～16:30 同上 同上 

3 令和 8年 6月 19日（金） 9:30～12:30 
みどりのプール 

つくば市みどりの南 14 番地 1 
029-896-6870 

4 令和 8年 6月 19日（金） 13:30～16:30 同上 同上 



   ・気道異物除去 

   ・学科検定および実技検定 

   ※検定合格者には「赤十字ベーシックライフサポーター」の資格を付与します。 

エ 受講費 

   1,500 円/人 

※青少年赤十字加盟校の受講者は無料となります。 

オ 事前学習（WEB 学習） 

   受講確定後に WEB 動画（YouTube：約 45 分）の URL をご案内します。 

教本を手元に参照しながらご視聴ください。 

   ※教本は、受講費の入金確認後に申込住所へ発送します。 

 カ 持ち物 

   教本、筆記用具、動きやすい服装等 

 

（２）着衣泳講習 

 ア 日時・会場 

 

イ 定員  

各回 30 名程度 

ウ 内容 

・着衣状態での入水体験  ・浮いて待つ行動（浮き身）の習得 

・身近な物を活用した浮力確保 ・安全確保行動の理解 

・簡易的な救助方法の理解 など 

エ 受講費  

100 円/人（青少年赤十字加盟・未加盟を問わず） 

※当日、現金にて徴収いたします。 

オ 持ち物 

  水着、タオル、着替え等  

 

No. 開催日 時間 会場と住所 会場連絡先 

1 令和 8 年 6 月 13日（土) 10:00～12:00 
笠松運動公園 

ひたちなか市大字佐和 2197-28 
029-202-0808 

2 令和 8 年 7 月 3 日（金) 13:00～15:00 
みどりのプール 

つくば市みどりの南 14 番地 1 
029-896-6870 



4 参加申込 

（１） 申込用 URL：https://forms.office.com/r/8mNkzgD5Se 

（２） 申 込 締 切：令和 8 年 5 月 20 日（水） 

 

5 注意事項 

 ・申込締切後、開催決定の有無をメールにてご案内します（5 月 22 日頃予定）。 

 ・受講料のお支払方法・持ち物の詳細等については、開催決定の際にメールにてご案内 

  します。 

・申込人数が最少催行人数に満たない場合やその他やむを得ない事情により、講習を中 

止する場合があります。この場合は、受講料を全額返金いたします。 

 

6 問い合わせ先 

 日本赤十字社茨城県支部 事業推進課 担当：押坂 

 〒310-0914 茨城県水戸市小吹町 2551 

 TEL：029-284-1381（直通） Mail：jigyou@ibaraki.jrc.or.jp 

https://forms.office.com/r/8mNkzgD5Se
TEL:029-284-1381

